
証券コード		2983

株式会社アールプランナー

第23回

日 時 2026年４月24日（金曜日）
午前10時〔受付開始：午前９時30分〕

場 所
名古屋市中区金山町一丁目１番１号

ANAクラウンプラザ
ホテルグランコート名古屋
７階 ザ・グランコート

決議事項 議 案 取締役４名選任の件

定時株主総会
招集ご通知

株主総会ご出席の株主様へのお土産はご用意しており
ません。
何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。
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（証券コード2983）
2026年４月７日

（電子提供措置の開始日 2026年４月２日）
株 主 各 位

愛知県名古屋市東区東桜一丁目13番３号

株式会社アールプランナー
代表取締役社長 梢 政 樹

第23回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、当社第23回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイ

トに「第23回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト https://ir.arrplanner.co.jp/ja/ir/stock/meeting.html

また、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりま
すので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名（会社
名）又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」を選択のうえ、ご確
認くださいますようお願い申しあげます。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面によって議決権を行使することが
できますので、お手数ながら「株主総会参考書類」をご検討のうえ、2026年４月2３日（木
曜日）午後６時４５分までに議決権を行使していただきたくお願い申しあげます。

敬 具
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記

１．日 時 2026年４月2４日（金曜日）午前10時〔受付開始：午前9時30分〕
２．場 所 名古屋市中区金山町一丁目１番１号

ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋 ７階 ザ・グランコート
３．目 的 事 項

報 告 事 項 １. 第23期（2025年２月１日から2026年１月31日まで）事業報告、
連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結
果報告の件

２. 第23期（2025年２月１日から2026年１月31日まで）計算書類報
告の件

決 議 事 項
議 案 取締役４名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあ
げます。

◎ご送付している書面は、書面交付請求に基づく電子提供措置事項記載書面を兼ねております。なお、法令及び
当社定款第17条の規定に基づき、下記の事項を除いております。したがって、当該書面は監査報告を作成する
に際し、監査役及び会計監査人が監査をした書類の一部であります。
・連結計算書類のうち「連結注記表」
・計算書類のうち「個別注記表」

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきま
す。



議決権行使 についてのご案内
後記の株主総会参考書類をご検討いただき、
以下のいずれかの方法により、議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

当日ご出席いただく場合

株主総会開催日時

2026年4月24日（金曜日）
午前10時

〔受付開始：午前9時30分〕

同封の議決権行使書用紙をご持参	
いただき、会場受付にご提出ください。

● 株主総会へ出席 ●

議決権行使
書

（1）	 インターネット（「スマート行使」を含む。）と書面により二重に議決権を行使された場合は、インターネット（「スマート行使」を含む。）によるもの	
を有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

（2）	 インターネット（「スマート行使」を含む。）により議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせて	
いただきます。

重複して行使された議決権の取扱いについて

ご不明な点につきましては、
以下にお問い合わせくださいますようお願い申しあげます。
株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
議決権行使について 	0120-652-031（9:00～21:00）
その他（ご登録住所・株式数
等）のご照会 	0120-782-031（平日9:00～17:00）

事前にご行使いただく場合

2026年4月23日（木曜日）
午後6時45分到着分まで

2026年4月23日（木曜日）
午後6時45分行使分まで

行使期限行使期限
● 書面による議決権行使 ●●「スマート行使」によるご行使 ●

同封の議決権行使書用紙に議案に	
対する賛否をご表示いただき、行使	
期限までに当社株主名簿管理人に	
到着するようご返送ください。議決
権行使書面において、議案に対する
賛否の表示がない場合は、賛成の意
思表示をされたものとして取り扱わ
せていただきます。

同封の議決権行使書用紙の右下	
「スマートフォン用議決権行使ウェブ	
サイトログインQRコード®」をスマート
フォンかタブレット端末で読み取ります。

議決権行使
書

議決権行使書

● インターネットによるご行使 ●

2026年4月23日（木曜日）
午後6時45分行使分まで

行使期限

にアクセスし、同封の議決権行使書用紙
に記載の議決権行使コード及びパスワード
をご利用のうえ、画面の案内に従って	
議案に対する賛否をご登録ください。

パソコン、スマートフォン等から、
議決権行使ウェブサイト

https://www.web54.net

詳細につきましては次頁をご覧ください。詳細につきましては次頁をご覧ください。
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議決権行使書

③

④

●「スマート行使」によるご行使 ● ● インターネットによるご行使 ●

同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン
用議決権行使ウェブサイトログインQRコード®」を
スマートフォンかタブレット端末で読み取ります。

表示されたURLを開くと
議決権行使ウェブサイト画面が開きます。
議決権行使方法は２つあります。

画面の案内に従って各議案の
賛否をご入力ください。

確認画面で
問題なければ	

「この内容で
行 使 す る 」
ボタンを押し
て行使完了！

※	議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の接続料金及び通信料金等は株主様のご負担となります。
※	インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合があります。

①議決権行使ウェブサイトへアクセスする①スマートフォン用議決権行使ウェブサイトへアクセスする

②議決権行使ウェブサイトを開く

③各議案について
個別に指示する

④すべての会社提案議案
について「賛成」する

※	QRコード®は、株式会社
デンソーウェーブの	
登録商標です。

一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、再度QRコード®を読み取り、	
同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく	
必要があります（パソコンから、議決権行使ウェブサイト	https://www.web54.net	へ
直接アクセスして行使いただくことも可能です）。

同封の議決権行使書
用紙に記載の「議決権
行使コード」をご入力
ください。

同封の議決権行使書
用紙に記載の「パス
ワード」をご入力くだ	
さい。

②ログインする

③パスワードを入力する

https://www.web54.net

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

議決権行使コード

「初期パスワード」を
入力

クリック
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株主総会参考書類
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議案及び参考事項
議 案 取締役４名選任の件

取締役全員（４名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役４名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号 1

こ が ゆう すけ

古賀 祐介 1974年９月８日生 再 任

所有する当社の株式数
1,480,000株

在任期間（本総会終結時）
22年６ヶ月

取締役会への出席状況
20回／20回
（100％）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1997年４月 積水ハウス株式会社 入社
2001年10月 愛知ダイワ株式会社 入社
2003年10月 当社設立 代表取締役社長 就任
2007年２月 株式会社アールプランナー・ソリューションズ（現 株式会社ア

ールプランナー不動産）設立 代表取締役 就任
2010年６月 株式会社アールプランナー・ソリューションズ（現 株式会社ア

ールプランナー不動産）取締役 就任
2013年８月 当社 代表取締役会長 就任（現任）
当社との間の特別の利害関係
なし
取締役候補者とした理由
古賀祐介氏は、当社創業者として代表取締役社長、代表取締役会長を務め、当

社の経営の中核を担う中で、当社の事業拡大・経営基盤の強化を図ってきた実績
を有しております。これまでの当社経営に関する豊富な経験・見識を活かすこと
により、当社の持続的な成長と企業価値向上の実現に貢献できるものと判断し、
引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号 2

こずえ まさ き

梢 政樹 1975年７月26日生 再 任

所有する当社の株式数
1,880,000株

在任期間（本総会終結時）
16年４ヶ月

取締役会への出席状況
20回／20回
（100％）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1998年４月 中部積和不動産株式会社（現 積水ハウス不動産中部株式会社）

入社
2007年２月 株式会社アールプランナー・ソリューションズ（現 株式会社ア

ールプランナー不動産） 取締役 就任
2009年12月 当社 取締役 就任
2010年６月 株式会社アールプランナー・ソリューションズ（現 株式会社ア

ールプランナー不動産） 代表取締役社長 就任（現任）
2013年８月 当社 代表取締役社長 就任（現任）
当社との間の特別の利害関係
なし
取締役候補者とした理由
梢政樹氏は、2013年８月に代表取締役社長に就任して以降、事業執行の最高責

任者として当社を飛躍的に成長・拡大させるなどの実績を重ねており、強いリー
ダーシップのもと当社の経営を牽引しております。経営に関する深い知見と豊富
な経験を活かすことにより、当社の持続的な成長と企業価値向上の実現に貢献で
きるものと判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号 3

ふな はし とも

舟橋 和 1980年８月19日生 再 任

所有する当社の株式数
28,720株

在任期間（本総会終結時）
７年３ヶ月

取締役会への出席状況
20回／20回
（100％）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2008年12月 新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
2013年９月 公認会計士登録
2017年10月 当社 入社 管理部長 就任
2019年１月 当社 取締役 管理本部長 就任
2022年５月 当社 取締役ＣＦＯ 管理本部長 就任（現任）
当社との間の特別の利害関係
なし
取締役候補者とした理由
舟橋和氏は、公認会計士としての専門的知識と経験を有するとともに、2017年

10月に当社に入社してから管理部門における豊富な経験を有しております。2019
年１月から取締役管理本部長として当社管理部門を統括し、当社の業務及び経営に
精通しております。これらを活かすことにより、当社の持続的な成長と企業価値向
上の実現に貢献できるものと判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするも
のであります。
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候補者
番 号 4

あん どう ひろ し

安藤 弘志 1976年７月28日生 再 任 社 外 独立役員

所有する当社の株式数
20,000株

社外取締役在任期間

（本総会終結時）
８年

取締役会への出席状況
20回／20回
（100％）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2004年６月 NBCコンサルタンツ株式会社 入社
2005年７月 株式会社ネクステージ 入社
2006年12月 株式会社ネクステージ 管理本部経理財務部長 就任
2010年２月 株式会社ネクステージ 取締役 管理本部長 就任
2011年12月 株式会社ASAP 取締役 就任
2012年２月 株式会社ネクステージ 取締役 管理本部長 兼 CFO 就任
2018年２月 株式会社ネクステージ 取締役 就任

株式会社プロジェクト・エー 代表取締役 就任
2018年４月 当社 社外取締役 就任（現任）
2019年３月 株式会社Gold Key Co.,Ltd 社外取締役 就任

株式会社アラカン 取締役副社長 就任（現任）
2019年７月 株式会社オールハーツ・カンパニー 社外取締役 就任
当社との間の特別の利害関係
なし

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
安藤弘志氏は、上場企業の取締役としての豊富な経験と幅広い知見を有してお

り、2018年４月から当社の社外取締役として、主にＩＲやコーポレート・ガバナ
ンスの強化について、企業経営全般に携わってきた経験を活かし、当社の経営指
標及び事業展開に関して的確な助言・提言を述べるとともに、当社の持続的な企
業価値向上を図るべく、経営全般に対する監督機能について十分な役割を果たし
ていただいております。今後も社外取締役として選任をお願いするものでありま
す。

（注）１．安藤弘志氏は、社外取締役候補者であります。
２．当社は、安藤弘志氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として両取引所

に届け出ております。安藤弘志氏が取締役に選任され就任した場合、当社は引き続き同氏を独立役員
とする予定です。

３．当社は、安藤弘志氏との間で会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の賠償責任を
限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令の定める額としてお
り、安藤弘志氏が取締役に選任され就任した場合、当社は同氏との当該契約を継続する予定でありま
す。

４．当社は、取締役及び監査役を被保険者として、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結して
おり、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けるこ
とによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。ただし、法令
違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されない等、一定の免責事
由があります。保険料は特約部分も含め当社が全額負担しております。なお、各候補者が取締役に選
任され就任した場合、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定であ
ります。

５．当社は、2026年２月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施しております。上記
所有する当社の株式数は、当該株式分割後の株式数としております。
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（ご参考）取締役及び監査役のスキルマトリックス
本招集ご通知の候補者を原案どおりご選任いただいた場合の取締役及び監査役のスキルマトリックスは以下

のとおりとなります。
なお、スキルマトリックスは、各人の経験等を踏まえ、より専門性が発揮できる領域を記載しており、有す
るすべての知見や経験を表すものではありません。

氏 名 当社における地位
（予定） 企業経営 業界知見・

業界経験
営業・マー
ケティング

財務・会
計・ファイ
ナンス

法務・
リスクマネ
ジメント

サスティナ
ビリティ

古賀 祐介 代表取締役会長 〇 〇 〇
梢 政樹 代表取締役社長 〇 〇 〇 〇
舟橋 和 取締役ＣＦＯ 〇 〇 〇 〇
安藤 弘志 社外取締役 〇 〇 〇 〇
古田 博 社外監査役（常勤） 〇 〇
松井 知行 社外監査役 〇
澤井 重德 社外監査役 〇

以上



事業報告（2025年２月１日から2026年１月31日まで）
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1. 企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、堅調な企業収益、雇用・所得環境の改善が続くもとで、一部に弱
めの動きもみられましたが、景気も緩やかな回復基調で推移しました。一方で、先行きの景気については、
各国の通商政策等を巡る不確実性がなお高い状況が続いており、海外経済の減速がわが国企業の収益を下押
しする可能性が懸念されます。加えて、ウクライナや中東情勢等を巡る地政学的リスク、物価上昇の動向、
金融・為替市場の変動など、引き続き不透明な状態が続いております。
住宅業界におきましては、政府による住宅取得支援策等が継続しているものの、国土交通省発表による全

国の新設住宅着工戸数（出典：国土交通省 建築着工統計調査 2025年 年次データ）が、前期比93.5％
となりました。当社グループでは新築一戸建の建設を主な事業としており、これに関連する「持家」の新設
住宅着工戸数につきましては前期比92.3％、「分譲住宅（一戸建）」の新設住宅着工戸数につきましては同
95.7％となっており、前期比マイナスで推移しております。先行きにつきましては、物価や建築コストの上
昇による消費マインド低下、金利上昇による影響なども注視していく必要があり、依然不透明な状況で推移
することが懸念されます。
当社グループが事業基盤を置く愛知県における新設住宅着工戸数（出典：国土交通省 建築着工統計調査

2025年 年次データ）は、「持家」につきましては前期比95.3％、「分譲住宅（一戸建）」につきましては同
101.7％となっており、全国平均と比較すると減少幅は緩やかであります。
このような状況のもとで、当社グループは、戸建住宅事業における「注文住宅」×「分譲住宅」×「土

地」のビジネス展開（ワンストップ・プラットフォーム）を推進して、「注文住宅」及び「分譲住宅」で培
ったノウハウを相互に利用することで、顧客ニーズに合った設計自由度の高い戸建住宅の提案を行い、「土
地」においては、戸建住宅に最適な土地情報の収集及び顧客への提案を行ってまいりました。
また、テーマ性を持ったＳＮＳやＷｅｂサイトを活用した当社独自のデジタルマーケティングを展開して

関心の高い顧客層へ確実に当社グループの情報を到達させるとともに、住宅購入を検討中の潜在層へ幅広く
アプローチする効率的な集客体制を強化し、「デザイン」「性能」「価格」の３つの強みを重ね合わせたコス
トパフォーマンスの高い住宅の商品力により、アフォーダブル・ラグジュアリーのポジショニングを確立
し、購買意欲が高い所得層の需要を積極的に取り組んだ結果、注文住宅、分譲住宅ともに販売棟数が増加
し、売上高は順調に推移いたしました。
首都圏エリア成長を加速させるため、新たな販売活動の拠点として2025年4月に埼玉県内初出店となる新

所沢展示場（埼玉県所沢市）を開設しました。また、2025年9月にはアールプランナー不動産名古屋東営業
所を移転オープンし、将来の持続的な成長に向けた設備投資を行いました。
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一方で、費用面につきましては、新規出店や人財獲得等への積極的な投資を行ったことで、販売費及び一
般管理費に関しては人員増に伴う人件費と拠点増加による地代家賃が増加しておりますが、商品の付加価値
を高めて販売単価が上昇している中で総販売棟数が増加し売上高が順調に推移したことに加え、コストコン
トロールにより売上総利益率が改善しております。受注高・総受注棟数につきましては、前期比で大きく伸
び、好調に推移しました。

以上の結果、当連結会計年度における売上高は48,623,906千円（前期比21.0％増)、営業利益は
3,747,022千円（前期比73.2％増）、経常利益は3,523,400千円（前期比76.0％増）、親会社株主に帰属す
る当期純利益は2,457,659千円（前期比71.1％増）となりました。
セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

（戸建住宅事業）
戸建住宅事業につきましては、愛知県及び首都圏エリアの中心である東京都における新設住宅着工戸数

（出典：国土交通省 建築着工統計調査 2025年１月から12月までの各月次データ、当社にて累計値を算出）
が前期比マイナスとなっており、厳しい環境が続いております。
こうした中、注文住宅につきましては、「持家」の新設住宅着工戸数が2025年1月から12月の累計で、愛

知県においては前期比95.3％、東京都においては97.2％と概ね横ばいとなっておりますが、当社では継続
的な新規出店やマーケティング戦略が奏功し、前連結会計年度の受注棟数が増加していたことから販売棟数
が増加し、売上高が好調に推移いたしました。
なお、注文住宅の請負工事につきましては、契約の締結から着工・竣工までが通常長期間に及ぶため、住

宅展示場の開設が売上実績に反映されるまでタイムラグが生じることになります。
分譲住宅につきましては、「分譲住宅（一戸建）」の新設住宅着工戸数は2025年１月から12月の累計で愛

知県においては前期比101.7％、東京都においては同97.1％となっておりますが、当社グループでは、顧客
ニーズを捉えた土地の仕入れを行うとともに、独自のデジタルマーケティングにより集客につなげた結果、
分譲住宅の販売棟数も増加し、売上高は好調に推移いたしました。
一方で、費用面につきましては、営業人員・設計人員・施工管理人員の積極的な採用を継続したことによ

る人件費、拠点増加に伴う地代家賃等が増加いたしました。
この結果、売上高は48,341,826千円（前期比21.2％増）、セグメント利益は4,831,374千円（前期比

55.4％増）となりました。
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（中古再生・収益不動産事業）
中古再生・収益不動産事業につきましては、中古住宅・収益不動産物件の売却及び賃料であり、収益不

動産物件の売却収入の減少により、売上高は242,673千円（前期比4.0％減）、セグメント利益は12,451千
円（前期比61.5％減）となりました。

（その他）
その他につきましては、主に顧客紹介手数料及び火災保険の代理店手数料であり、売上高は40,245千円

（前期比10.9％減）、セグメント利益は40,223千円（前期比10.9％減）となりました。

（2）設備投資の状況
当連結会計年度の設備投資の総額は110,683千円であり、セグメントごとの設備投資状況について示す

と、以下のとおりであります。
なお、重要な設備の除却、売却等はありません。

（戸建住宅事業）
当連結会計年度の設備投資の総額は110,683千円であり、その主な内容は、販売拠点・エリアを拡大させ

るための新所沢展示場及び名古屋東営業所の新設に伴う建物及び構築物等の取得等であります。

（中古再生・収益不動産事業）
該当事項はありません。

（その他）
該当事項はありません。

（全社共通）
該当事項はありません。
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（3）資金調達の状況
当連結会計年度の資金調達は、販売用不動産購入資金及び展示場建設資金といった経常的な資金調達のみ

であり、特に記載すべき事項はありません。

（4）対処すべき課題
わが国経済は、企業収益、雇用・所得環境の改善、インバウンド需要の増加などにより、景気も緩やかな

回復基調で推移しました。一方で、米国政策の転換による社会的影響、ウクライナ情勢の変化や中東情勢の
緊迫化等の地政学的リスクに伴う海外経済の動向、円安や物価上昇による個人消費への影響、金利や為替の
変動など、景気の先行きについては不透明な状態が続いております。
また、住宅業界におきましては、政府による住宅取得支援策等が継続しているものの、物価や建築コスト

の上昇による消費マインドの低下が懸念される中で、国土交通省発表による全国の新設住宅着工戸数は減少
傾向が継続しております。
このような状況のもとで、当社グループは、今後のさらなる成長に向けて、以下の事項を対処すべき課題

として認識し、着実に取り組んでまいります。

① 東海エリアでのさらなるシェアアップ及び首都圏エリアでの成長の加速
当社グループの創業地である東海エリアでは、これまでも順調に販売棟数を伸ばせておりますが、今後

さらなるシェアアップを目指し、知名度を活かして新規出店を進めつつ、既存拠点の効率性向上に向けて
人財育成や営業力強化に取り組んでまいります。
また、当社グループの強みと親和性の高い首都圏エリアでは、2019年10月の初出店から高成長で推移

しており、全社業績の成長をけん引する存在と位置付けております。2025年4月に埼玉県に初の住宅展示
場『新所沢展示場』を開設しており、今後も新たな拠点を開設しつつ、積極的な人財採用や既存拠点の強
化を通じて営業効率の向上に取り組み、成長の加速を目指してまいります。

② デジタルマーケティング・ブランディングの強化
当社グループは、テーマ性を持ったＳＮＳや動画コンテンツ、Ｗｅｂサイトなどを活用し、デジタルマ

ーケティングの強化に取り組んでおります。
また、ＴＶＣＭ等を活用して、認知拡大とブランディング強化も図っております。
当社グループ独自のデジタルマーケティングや最新鋭テクノロジーの活用、ブランディング強化を通じ

て、コミュニケーションの変革・業務効率化を実現し、収益獲得機会の増加と生産性の向上を目指してま
いります。
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③ 人的資本経営の推進
当社グループは、従業員を『人財』として位置付け、中長期的な企業価値向上のための競争力の源泉と

して『人的資本経営』を強力に推進しております。
人手不足が深刻化する事業環境下においても、当社グループの高い成長性と業界内での採用ブランディ

ングを背景に、専門性を有する即戦力人財と次世代を担う新卒人財の双方を安定的に確保し、人財基盤の
継続的な拡充を図っております。
あわせて、将来のプロフェッショナル育成に向けた教育体制の強化や、多様な価値観を尊重した働きや

すい職場環境の整備を通じて、会社と従業員の相互信頼（エンゲージメント）を深化させ、個々の能力が
最大限に発揮される組織風土の醸成に努めております。これら「採用・育成・定着」の好循環を確実なも
のにすることで、持続的な成長を加速させ、さらなる企業価値の向上に努めてまいります。

④ 品質の向上
当社グループは、「こだわりのある良質な住まいをよりリーズナブルに」を企業バリューとして、デザ

イン性・設計力と高性能、高品質を兼ね備えた住宅を適正な価格と付加価値の創造を両立させた住宅の提
供に取り組んでおります。
設計から施工管理までを担う社内体制のもと、自社デザイナーによる一邸ごとのプランニングを一貫し

て行い、高い断熱・耐震・制振性能に加え、生活の利便性を高めるＩｏＴ技術を積極的に取り入れるな
ど、住宅性能の更なる向上を追求しております。また、脱炭素社会の実現に向けたGX志向型住宅（脱炭
素志向型住宅）やＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の普及に注力し、時代の要請に応える上
質な住まいを安定的に提供することで、企業価値の向上に努めてまいります。

⑤ 生涯取引（ライフタイムバリュー）の強化
当社グループは、住宅を購入されたお客様に対して、火災保険、アフターメンテナンス、リフォーム・

リノベーション等、ライフスタイルに寄り添うサービスを提供できる体制を強化しております。住宅購入
後のサポート体制をより充実させるなど、ＬＴＶ（Life Time Value／ライフタイムバリュー）向上施策
を通じてお客様と生涯にわたりお付き合いしていく「生涯取引」を目指してまいります。

⑥ Ｍ＆Ａ・新規事業の推進
当社グループはこれまで、独自のデザイン力とITを駆使したデジタルマーケティングにより、自社拠点

の展開を中心とした有機的な成長（オーガニック成長）を継続してまいりました。今後の中長期的な成長
のために、これまでの成長スピードを維持しつつ、Ｍ＆Ａや新規事業による非連続な成長を重要な戦略課
題として位置付けております。
具体的には、「エリアの拡大」と「事業領域の拡大」を主眼に置いております。主力の戸建住宅事業に

おいては、未進出エリアへのスピーディーな進出のみならず、既進出エリアにおける市場シェアのさらな
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る拡大を目指します。また、住宅事業の周辺領域を展開する企業とのＭ＆Ａを推進することで、お客様の
多様なニーズに応えるとともに、収益基盤の多角化を図ります。
当社にとってＭ＆Ａの実施実績はございませんが、強固な財務基盤を背景に投資効率を厳格に見極め、

買収後の早期の相乗効果（シナジー）発揮に向けた管理体制を構築することで、持続的な企業価値の向上
に邁進してまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご支援を賜りますようお願い申しあげます。
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（5）財産及び損益の状況の推移
① 企業集団の財産及び損益の状況

区 分 第20期
（2023年１月期）

第21期
（2024年１月期）

第22期
（2025年１月期）

第23期
（当連結会計年度）
（2026年１月期）

売 上 高 （千円） 31,244,945 32,070,752 40,185,916 48,623,906
経 常 利 益 （千円） 506,284 357,839 2,002,263 3,523,400
親会社株主に帰属する当期純利益 （千円） 327,258 221,769 1,436,779 2,457,659
１株当たり当期純利益（円） 30.53 20.69 135.07 230.66
総 資 産 （千円） 24,224,989 25,404,541 28,856,497 35,103,915
純 資 産 （千円） 4,254,347 4,355,945 5,664,693 7,816,509
１株当たり純資産額（円） 396.06 409.80 532.80 732.40

（注）１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。ただし、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額は小数点２位
未満を四捨五入して表示しております。

２．１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づいて算出しております。
３．１株当たり純資産額は、期末発行済株式総数に基づいて算出しております。
４. 2026年２月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。第20期の期首に当該株式分割が行われ

たと仮定して、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額を算定しております。
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② 当社の財産及び損益の状況

区 分 第20期
（2023年１月期）

第21期
（2024年１月期）

第22期
（2025年１月期）

第23期
（当事業年度）

（2026年１月期）
売 上 高 （千円） 30,250,635 31,027,617 39,353,345 47,641,608
経 常 利 益 （千円） 663,346 311,744 1,789,878 3,202,429
当 期 純 利 益 （千円） 537,853 233,626 1,360,304 2,340,675
１株当たり当期純利益（円） 50.18 21.79 127.88 219.68
総 資 産 （千円） 23,264,877 24,667,441 27,998,060 34,178,246
純 資 産 （千円） 3,941,378 4,054,833 5,287,107 7,321,939
１株当たり純資産額（円） 366.92 381.47 497.29 686.06

（注）１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。ただし、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額は小数点２位
未満を四捨五入して表示しております。

２．１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づいて算出しております。
３．１株当たり純資産額は、期末発行済株式総数に基づいて算出しております。
４. 2026年２月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。第20期の期首に当該株式分割が行われ

たと仮定して、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額を算定しております。

（6）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社との関係

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主要な事業内容

㈱アールプランナー不動産 50,000千円 100％ 不動産仲介事業
中古再生・収益不動産事業
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（7）主要な事業内容（2026年１月31日現在）
当社グループは、当社及び連結子会社１社(㈱アールプランナー不動産)により構成されており、「Ａｌｌ

Ｓａｔｉｓｆａｃｔｉｏｎ −「住。」を通じてすべての人に満足を提供する−」のパーパスのもと、「デザ
イン×テクノロジーで人々の住生活を豊かにする」ことをミッションとして、「注文住宅」×「分譲住宅」
×「土地」の３つの事業をワンストップで行い、様々な顧客ニーズにこたえることができる、日本一顧客満
足度の高い住宅プラットフォーム企業になることをビジョンとしております。また、“こだわりのある良質
な住まいをよりリーズナブルに” をバリューとして、「戸建住宅事業」及び「中古再生・収益不動産事業」
を展開しております。
当社グループの事業における当社及び連結子会社の位置付け及びセグメントとの関連は、以下のとおりで

あります。

セグメントの名称 会 社 名 役 割

戸建住宅事業
当社

主に注文住宅の請負事業、分譲住宅の販売事業、不動
産の仕入・販売事業、エクステリア及びリフォームの
請負事業を行っております。

㈱アールプランナー不動産
（連結子会社） 不動産仲介事業を行っております。

中古再生・収益不動産
事業

当社
中古不動産・収益不動産の取得・再生・販売事業を行
っております。㈱アールプランナー不動産

（連結子会社）

その他
当社 主に顧客紹介に関する手数料等であります。
㈱アールプランナー不動産
（連結子会社） 主に火災保険の代理店手数料であります。

（8）主要な営業所（2026年１月31日現在）
① 主要な事業所

名 称 所 在 地
本社 名古屋市東区東桜一丁目13番３号
東京本社 東京都新宿区西新宿二丁目４番１号
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② 営業拠点

住宅展示場・ショールーム等 所 在 地

緑 滝ノ水展示場 名古屋市緑区

中川展示場 名古屋市中川区

守山尾張旭展示場 愛知県尾張旭市

大府展示場 愛知県大府市

日進梅森展示場 愛知県日進市

東海展示場 愛知県東海市

春日井展示場 愛知県春日井市

小牧展示場 愛知県小牧市

稲沢展示場 愛知県稲沢市

とよた平屋展示場 愛知県豊田市

豊田展示場 愛知県豊田市

岡崎北展示場 愛知県岡崎市

岡崎西展示場 愛知県岡崎市

豊橋展示場 愛知県豊川市

ＤＥＳＩＧＮ ＧＡＬＬＥＲＹ 栄 名古屋市東区

ＤＥＳＩＧＮ ＧＡＬＬＥＲＹ 豊田 愛知県豊田市

天白ショールーム 名古屋市天白区
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住宅展示場・ショールーム等 所 在 地

立川展示場 東京都立川市

武蔵野展示場 東京都武蔵野市

三鷹展示場 東京都三鷹市

小金井・府中展示場 東京都小金井市

新所沢展示場 埼玉県所沢市

ＤＥＳＩＧＮ ＧＡＬＬＥＲＹ 立川 東京都立川市

三鷹ショールーム 東京都武蔵野市

新宿ショールーム 東京都新宿区

不動産店舗 所 在 地

アールプランナー不動産 栄営業所 名古屋市東区

アールプランナー不動産 天白営業所 名古屋市天白区

アールプランナー不動産 名古屋東営業所 名古屋市名東区

アールプランナー不動産 名古屋西営業所 名古屋市中川区

アールプランナー不動産 名古屋南営業所 愛知県東海市

アールプランナー不動産 春日井営業所 愛知県春日井市

アールプランナー不動産 豊田営業所 愛知県豊田市

アールプランナー不動産 岡崎営業所 愛知県岡崎市

アールプランナー不動産 三鷹営業所 東京都武蔵野市

アールプランナー不動産 立川営業所 東京都立川市

アールプランナー不動産 新宿オフィス 東京都新宿区
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（9）従業員の状況（2026年１月31日現在）
① 企業集団の状況

セグメントの名称 従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

戸建住宅事業 380名
（ 25名 ）

51名増
（ ７名増 ）

中古再生・収益不動産事業 −
（ − ）

−
（ − ）

全社（共通） 39名
（ ４名 ）

２名減
（ 1名増 ）

合計 419名
（ 29名 ）

49名増
（ ８名増 ）

（注）１．従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。）
であり、臨時雇用者数（パートタイマーを含み、人材会社からの派遣社員を除く。）は（ ）内に最近１年間の平均人員を
外数で記載しております。

２．全社（共通）は、特定セグメントに区分できない管理部門等に所属している従業員であります。
３．戸建住宅事業及び中古再生・収益不動産事業の両方に従事している従業員については、区分ができないため戸建住宅事業に

含めて記載しております。
４．報告セグメントに含まれない「その他」の事業セグメントは、当該事業のみに従事している従業員がおらず、重要性が乏し

いため、記載しておりません。
５．最近日までの１年間において従業員数が51名増加しております。主な理由は、業容拡大に伴い採用が増加したことによるも

のであります。

② 当社の状況

従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数
362名（ 22名 ） 44名増 （ − ） 34.6歳 4.6年

（注）従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇用者数（パートタイ
マーを含み、人材会社からの派遣社員を除く。）は（ ）内に最近１年間の平均人員を外数で記載しております。
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（10）主要な借入先（2026年１月31日現在）

借 入 先 借 入 額
株 式 会 社 三 菱 UFJ 銀 行 1,345,050千円
株 式 会 社 百 五 銀 行 1,209,816千円
い ち い 信 用 金 庫 1,178,140千円
株 式 会 社 関 西 み ら い 銀 行 1,093,290千円
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,007,500千円
知 多 信 用 金 庫 868,355千円
株 式 会 社 名 古 屋 銀 行 728,313千円
豊 田 信 用 金 庫 703,140千円
株 式 会 社 り そ な 銀 行 586,000千円
株 式 会 社 百 十 四 銀 行 535,000千円

（11）その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。

2. 会社の株式に関する事項
（1）発行可能株式総数 16,000,000株
（2）発行済株式の総数 5,399,480株（自己株式63,269株を含む）
（3）株主数 2,374名
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（4）大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
Ｋｏ．Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ株式会社 1,000,000株 18.73％
梢 政 樹 940,000 17.61
Ｔ ｒ ｅ ｅ Ｔ ｏ ｐ 株 式 会 社 800,000 14.99
古 賀 祐 介 740,000 13.86
ア ー ル プ ラ ン ナ ー 従 業 員 持 株 会 153,637 2.87
野 村 證 券 株 式 会 社 94,900 1.77
株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 73,669 1.38
嶋 崎 弘 之 58,100 1.08
新 海 秀 治 55,000 1.03
楽 天 証 券 株 式 会 社 共 有 口 38,800 0.72

（注）当社は自己株式63,269株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また持株比率は、自
己株式を控除して計算しております。

（5）当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。

株 式 数 交 付 対 象 者 数
取締役（社外取締役を除く） 1,040 株 1 名
（注）当社の株式報酬の内容につきましては、「４．(4)当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等」に記載の

とおりであります。

（6）その他株式に関する重要な事項
① 新株予約権の行使により、発行済株式の総数が12,000株増加しております。
② 譲渡制限付株式報酬制度の対象者への割り当てにより、自己株式8,290株を処分しております。
③ 2026年１月５日開催の取締役会により、2026年２月１日付で株式分割及び定款変更が決議され、

発行可能株式総数は16,000,000株増加し32,000,000株に、発行済株式の総数は5,399,480株増加し
10,798,960株となりました。
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3. 会社の新株予約権等に関する事項
（1）当事業年度末日に当社役員が有する新株予約権等の状況

該当事項はありません。

（2）当事業年度中に当社使用人等に対して交付した新株予約権等の状況
該当事項はありません。

（3）その他新株予約権等に関する重要な事項
該当事項はありません。
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4. 会社役員に関する事項
（1）取締役及び監査役の氏名等

氏 名 地位及び担当 重要な兼職の状況

古 賀 祐 介 代 表 取 締 役 会 長

梢 政 樹 代 表 取 締 役 社 長 株式会社アールプランナー不動産
代表取締役社長

舟 橋 和 取締役ＣＦＯ（管理本部長）

安 藤 弘 志 取 締 役 株式会社アラカン
取締役副社長

古 田 博 常 勤 監 査 役

松 井 知 行 監 査 役 弁護士法人三浦法律事務所
パートナー弁護士

澤 井 重 德 監 査 役
（注）１．取締役安藤弘志氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２．常勤監査役古田博氏、監査役松井知行氏及び監査役澤井重德氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．当社は、取締役安藤弘志氏、常勤監査役古田博氏、監査役松井知行氏及び監査役澤井重德氏を東京証券取引所及び名古屋証

券取引所の定めに基づく独立役員として両取引所に届け出ております。
４．常勤監査役古田博氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

監査役松井知行氏は、弁護士の資格を有しており、専門的な知識と経験を有しております。

（2）責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるものを除く）及び監査役

（常勤監査役を除く）との間に会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。
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（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約（Ｄ＆Ｏ保険）を保険会社との間

で締結しております。被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を
受けることによって生ずることのある損害賠償金や訴訟費用等を当該保険契約により填補することとしてお
りますが、故意又は重過失に起因する損害賠償請求は、当該保険契約により填補されず、被保険者の職務の
遂行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。
当該保険契約の被保険者は当社（及び子会社）の取締役及び監査役であり、すべての被保険者について、

その保険料を全額当社が負担しております。

（4）当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、2024年４月23日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等に係る決定方針を決議し
ております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について任意の報酬諮問委員会
（独立社外役員が過半数を占める）による答申を得ております。

また、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報
酬等の内容は、当該決定方針と整合し、かつ、報酬諮問委員会からの答申が尊重されており、当該決定方
針に沿うものとなっております。

取締役の個人別の報酬等に係る決定方針の内容は次のとおりです。
(a) 基本方針

当社の取締役の報酬は、当社の持続的な成長と企業価値向上に資するインセンティブとして機能する
適正な水準・構成とすることを基本方針としております。具体的には、取締役（社外取締役を除く）報
酬は、基本報酬（金銭報酬）及び非金銭報酬により構成し、社外取締役については、その職務に鑑み基
本報酬（金銭報酬） のみとしております。

(b) 基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任期間に応じて、当社の業績、従業員の

給与の水準も考慮しながら、任意の報酬諮問委員会の審議・答申を受け決定することにより、公正性及
び透明性のある手続としております。

(c) 非金銭報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
非金銭報酬は、取締役（社外取締役を除く）に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ

を与えるとともに株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として譲渡制限付株式報酬を採用
し、取締役の役位、職責等に応じて定時株主総会終結後の一定の時期に付与しております。

(d) 金銭報酬の額、非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
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基本報酬と譲渡制限付株式報酬の報酬割合については、役位、職責、業績、貢献度等を総合的に勘案
し決定しております。

② 監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
監査役の報酬については、監査役としての独立性及び中立性を担保するために基本報酬のみとし、個人

別の報酬額は、職務の内容等を踏まえ監査役の協議により決定しております。
③ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役（社外取締役を除く）の金銭報酬の額は、2018年12月18日開催の臨時株主総会において年額
500,000千円以内と決議されております。当該臨時株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く）の
員数は４名です。また、当該金銭報酬枠とは別枠で、2022年４月26日開催の第19回定時株主総会にお
いて、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権として、年額50,000千円以内、株式数の上
限を年10,000株以内（社外取締役は付与対象外）と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取
締役（社外取締役を除く）の員数は４名です。
社外取締役の報酬限度額は、2018年12月18日開催の臨時株主総会において、年額20,000千円以内と

決議いただいております。当該臨時株主総会終結時点の社外取締役の員数は１名です。
監査役の報酬限度額は、2018年12月18日開催の臨時株主総会において、年額40,000千円以内と決議

しております。当該臨時株主総会終結時点の監査役の員数は３名です。
④ 取締役の個人別の報酬などの内容の決定に係る委任に関する事項

当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長梢政樹が取締役の個人別の報酬額の具体
的内容を決定しております。その権限内容は基本報酬の個人別の金額の決定であります。
この権限を委任した理由は、当社全体の状況を俯瞰しつつ各取締役の役職、職責に則った企業業績、目

標達成度合い等を総合的に勘案した評価を行うには代表取締役社長梢政樹による決定が最も適していると
判断するためであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長梢政樹によって適切に行使されるよう、報酬等の決定に際しそ

のプロセスにおける公正性の確保と透明性の向上を目的に、独立社外役員が過半数を占める報酬諮問委員
会の審議・答申を受け委任しております。
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⑤ 非金銭報酬等の内容
当社は、取締役（社外取締役を除く）に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える

とともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、株式報酬制度を導入しておりま
す。当該株式報酬の内容は、普通株式を用いた譲渡制限付株式の交付とし、３年から50年間までの間で
取締役会で定めた譲渡制限期間及び当社による無償取得事由が定められています。当該制度に基づき、当
事業年度中に付与された株式数等は、「2.(5)当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株
式の状況」に記載のとおりとなります。

⑥ 取締役及び監査役の報酬等の総額等

区 分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる役員
の員数（名）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取 締 役
（うち社外取締役）

165,296
（3,600）

163,800
（3,600）

─
（─）

1,496
（─）

４
（１）

監 査 役
（うち社外監査役）

15,000
（15,000）

15,000
（15,000）

─
（─）

─
（─）

３
（３）

計
（うち社外役員）

180,296
（18,600）

178,800
（18,600）

─
（─）

1,496
（─）

７
（４）

（注） 非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した額であります。
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（5）社外役員に関する事項
① 重要な兼職先である法人等と当社の関係
１．社外取締役安藤弘志氏は、株式会社アラカン取締役副社長であります。当社と兼職先との間には特別
な関係はありません。

２．監査役松井知行氏は、弁護士法人三浦法律事務所パートナー弁護士であります。当社と兼職先との間
には特別な関係はありません。

② 当該事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名 主な活動内容及び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

社 外 取 締 役 安 藤 弘 志

当事業年度開催の取締役会20回すべてに出席し、主にＩＲやコ
ーポレート・ガバナンスの強化について、企業経営全般に携わ
ってきた経験を活かし、議案・審議等につき必要な発言を適宜
行っており、当社の持続的な企業価値向上を図るべく、社外取
締役として期待される役割を果たしております。

社 外 監 査 役
（常勤監査役） 古 田 博

当事業年度開催の取締役会20回及び監査役会13回のすべてに
出席し、主に公認会計士としての財務・会計に関する専門的見
地から、議案・審議等につき必要な発言を適宜行っておりま
す。

社 外 監 査 役 松 井 知 行
当事業年度開催の取締役会20回及び監査役会13回のすべてに
出席し、弁護士としての専門的見地及び上場企業の社外取締役
（監査等委員）としての経験を活かして、議案・審議等につき
必要な発言を適宜行っております。

社 外 監 査 役 澤 井 重 德
当事業年度開催の取締役会20回及び監査役会13回のすべてに
出席し、主に警察ＯＢとしての豊富な経験と幅広い見識を活か
して、議案・審議等につき必要な発言を適宜行っております。
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5. 会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称

太陽有限責任監査法人

（2）会計監査人の報酬等の額

報 酬 等 の 額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 24,000千円
当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 24,000千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確
に区別しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しておりま
す。

２．監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内
容、監査の実施状況及び報酬見積もりの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条
第１項の同意を行っております。

（3）非監査業務の内容
該当事項はありません。

（4）会計監査人との責任限定契約に関する事項
当社と会計監査人に関する責任限定契約を締結することのできる旨の規定は、定款上定めておりません。

（5）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められる場合、又は、公

認会計士法に違反・抵触する状況にある場合には、監査役全員の同意により解任します。さらに、会計監査
人の職務の遂行に関する事項について、適正に実施されることを確保できないと認められる場合等には、監
査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。

（6）会計監査人が過去2年間に受けた業務停止処分
当社の会計監査人は、2023年12月26日付で、金融庁から契約の新規の締結に関する業務の停止３か月

（2024年１月１日から同年３月31日まで）の処分を受けました。
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6. 会社の体制及び方針
（1）業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項

当社は、業務の適正性を確保するための体制として、「内部統制システムの構築に関する基本方針」を取
締役会で決議しており、取締役会その他重要会議により職務の執行が効率的に行われ、法令及び定款に適合
することを確保する体制作りに努めております。その他、監査役及び内部監査室が、随時必要な監査手続を
実施することで役職員の職務執行状況を監視しております。
内部統制システムの整備状況の概要は、以下のとおりであります。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役及び使用人は、社会倫理、法令、定款及び規程類を遵守するとともに、「経営理念」に基づいた
適正かつ健全な企業活動を行っております。

・取締役会は、「取締役会規程」、「職務権限規程」等の職務の執行に関する社内規程を整備し、使用人は
定められた社内規程に従い業務を執行しております。

・当社は、代表取締役社長が率先してコンプライアンス推進を統括し、コンプライアンスに関する取り組
み及び体制の整備、教育・研修の実施を進めております。また、当社の取締役及び使用人がコンプライ
アンスに違反する行為を発見したときは直ちに上長に報告するものとしております。

・代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、各部門の業務執行及びコンプライアンス遵守状況等の監査
を定期的に実施し、監査結果については、代表取締役社長、取締役会及び監査役会に報告しておりま
す。また、法令違反その他法令上疑義のある行為等については、内部通報制度を構築し、取締役及び使
用人が通報できる窓口を定め、適切に運用・対応を行っております。この場合、通報者の匿名性の保証
と不利益が生じない体制を確保しております。

・監査役は、取締役の職務が適正に行われているか監査を実施し、内部監査室及び会計監査人と連携して
助言・勧告を行っております。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る記録文書、稟議書、その他の重要な情報については、文書又は電磁的媒体に
記録し、法令及び「文書管理規程」、「稟議規程」等に基づき、適切に保存及び管理しております。

・「機密情報管理規程」、「個人情報管理規程」、「特定個人情報管理規程」を定め、情報の流出・漏洩を防
止しております。

・取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧できるものとしております。
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③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・取締役会は、コンプライアンス、個人情報、品質、セキュリティ及びシステムトラブル等の様々なリス
クに対処するため、社内規程を整備し、定期的に見直すものとしております。

・リスク情報等については会議体等を通じて各部門責任者より取締役及び監査役に対し報告を行っており
ます。個別のリスクに対しては、それぞれの担当部署にて、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を
行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は内部監査室が行うものとしております。

・不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長指揮下のリスク・コンプライアンス委員会を開催し、
必要に応じて顧問法律事務所等の外部専門機関とともに迅速かつ的確な対応を行い、損害の拡大を防止
する体制を整えております。

・内部監査室は、各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役社長に報告するものとし、取
締役会において定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努めております。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関する規程を定めると
ともに、取締役会を原則として月１回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催しております。

・取締役会は、当社グループの財務、投資、コスト等の項目に関する目標を定め、目標達成に向けて実施
すべき具体的方法を各部門に実行させ、取締役はその結果を定期的に検証し、評価、改善を行うことで
全社的な業務の効率化を実現するものとしております。

・予算に基づき、予算期間における計数的目標を明示し、目標と責任を明確にするとともに、予算と実績
の差異分析を通じて業績目標の達成を図っております。

⑤ 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・子会社の事業展開及び事業計画の進捗を把握・管理するため、当社が定める「関係会社管理規程」に基
づき、特定の事項については、子会社より事前に報告させ、当社にて事前の承認を行う体制としており
ます。

・当社の監査役及び内部監査室が子会社の監査を行い、子会社の業務が適正に行われているか確認・指導
を行っております。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに
その使用人の取締役からの独立性に関する事項

・監査役は、管理本部の使用人に監査業務に必要な事項を指示することができます。指示を受けた使用人
はその指示に関して、取締役、部門長等の指揮命令を受けないものとしております。

・取締役及び使用人は、監査役より監査業務に必要な指示を受けた管理本部の使用人に対し、監査役から
の指示の実効性が確保されるように適切に対応するものとしております。
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⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
・監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要な会議に出
席し、必要に応じ稟議書等の重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができるもの
としております。

・取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、業務又は業績に重大な影響を与える事項、
内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容を報告する体制を整備し、監査役の情
報収集・交換が適切に行えるよう協力しております。

・取締役及び使用人が監査役に報告を行った場合には、当該報告を行ったことを理由として不利益な取り
扱いを行わないこととしております。

⑧ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務執行について生ずる費
用又は債務の処理に係る方針に関する事項

・監査役がその職務の執行のために費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は
債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理するものとしてお
ります。

⑨ 財務報告の信頼性を確保するための体制
・監査役は、内部監査室と連携を図り情報交換を行い、必要に応じて内部監査に立ち会うものとしており
ます。

・監査役は、法律上の判断を必要とする場合は、随時顧問法律事務所等に専門的な立場からの助言を受
け、会計監査については、会計監査人に意見を求める等必要な連携を図ることとしております。

⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、会社の業績、課題及び今後の展望等を把握するため、代表取締役社長、取締役本部長、執行
役員本部長との定期的な意見交換会を実施しております。

・監査役は、相互の監査計画の交換及びその説明・報告並びに各部門の監査で判明した問題点の共有を目
的とし、内部監査室及び会計監査人との定期的な意見交換会を実施しております。

⑪ 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
・反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、不当要求については拒絶することを基本方針とし、これ
を規程類に明文化しております。また、取引先がこれらと関わる個人、企業、団体等であることが判明
した場合には取引を解消することとしております。

・管理本部を反社会的勢力対応部署と位置付け、情報の一元管理・蓄積等を行っております。また、役員
及び使用人が基本方針を遵守するよう教育体制を構築するとともに、反社会的勢力による被害を防止す
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るための対応方法等を整備し、周知を図っております。
・反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、警察及び顧問法律事務所等の外部専門機関と連携
し、有事の際の協力体制を構築しております。

（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
① 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は、「内部統制システムの構築に関する基本方針」に基づき、当社の内部統制システムの整備及び
運用状況について評価を実施し、適切に整備及び運用されていることを確認いたしました。取締役会で定
めた当社及び当社グループの目標の達成に向けた方策の実状状況を取締役が定期的に検証し、評価及び改
善に取り組んでおります。

② コンプライアンス及びリスク管理に関する取り組み
コンプライアンスに係る教育は、当社グループ社員全員が出席し行う社員総会での説明や、外部講師を

招いて勉強会の開催、社内eラーニングでのコンプライアンス研修の実施等、法令の遵守及びコンプライ
アンス意識の向上に努めました。また、違法行為等の通報体制確立のため、社内外に設けた内部通報窓口
の周知を行いました。

③ 内部監査の実施について
当社の内部監査は、業務部門から独立した社長直属の内部監査室に専任者１名（内部監査室長）を置

き、内部監査計画に基づき当社グループの全部署を対象として、経営全般にわたる社内制度の整備状況及
び業務遂行状況を適法性並びに妥当性及び有効性の観点から監査を実施いたしました。監査結果について
は、代表取締役社長、取締役会及び監査役会に報告を行いました。

④ 監査役の職務の執行について
監査役は、本社及び主要な事業所（子会社を含む）に対する監査を実施するとともに、稟議書類等の重

要な決裁書類の閲覧や取締役会、経営会議、部課長会議、リスク・コンプライアンス委員会等の重要会議
への出席、取締役及び執行役員等との意思疎通や業務執行状況のヒアリング、内部監査室及び会計監査人
との意見交換等を実施いたしました。
また、監査役会としては、監査方針・監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監

査の方法・結果の相当性等を審議するほか、常勤監査役からの活動報告、代表取締役社長・社外取締役と
の意見交換会を実施する等して、取締役の職務の執行状況を監査し、経営監視機能を果たしました。
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（3）株式会社の支配に関する方針
該当事項はありません。

（4）剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、中長期にわたる企業価値向上の実現を最優先課題とし、株主に対する利益還元につきましては、

成長投資とのバランスを図りながら安定的な配当を継続して実施していくことを基本方針としております。
当社は、定款の定めにより、会社法第459条第１項各号に定める事項につきまして、法令に別段に定めの

ある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定めることとしております。また、剰
余金の配当の基準日として期末配当の基準日（１月31日）及び中間配当の基準日（７月31日）の年２回の
ほか、基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めており、配当の決定機関は取締役会
であります。
当期の年間配当金は、上記の基本方針及び当期の業績と今後の見通し等を勘案し、前期に比べ35円増配と

なる１株当たり80円（うち中間配当金30円）（分割後ベースでは40円）といたしました。
次期の年間配当金につきましては、上記の基本方針並びに経営環境及び業績見込み等を総合的に勘案し、

当期に比べて１株当たり５円増配の45円（うち中間配当金20円）を予定しております。

（注）基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
取締役会決議日 配当金の総額 １株当たりの配当額

（中間配当）
2025年９月11日 160,086千円 30.00円

（期末配当）
2026年３月16日 266,810千円 50.00円

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注）本事業報告中の記載金額・株数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連結貸借対照表（2026年１月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 33,239,452 流 動 負 債 22,610,128
現 金 及 び 預 金 6,289,170 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 3,259,579
受取手形、売掛金及び契約資産 113,399 短 期 借 入 金 6,815,470
販 売 用 不 動 産 10,356,505 １年内償還予定の社債 24,000
仕 掛 販 売 用 不 動 産 15,456,650 １年内返済予定の長期借入金 8,094,588
そ の 他 1,023,725 未 払 法 人 税 等 752,193

固 定 資 産 1,864,462 前 受 金 2,904,458
有 形 固 定 資 産 926,834 賞 与 引 当 金 200,000
建 物 及 び 構 築 物 864,592 完 成 工 事 補 償 引 当 金 38,989
機 械 装 置 及 び 運 搬 具 10,050 そ の 他 520,849
土 地 967 固 定 負 債 4,677,276
建 設 仮 勘 定 15,057 社 債 50,000
そ の 他 36,165 長 期 借 入 金 4,410,133

無 形 固 定 資 産 41,315 資 産 除 去 債 務 215,204
投資その他の資産 896,313 そ の 他 1,939
長 期 前 払 費 用 344,905 負 債 合 計 27,287,405
差 入 保 証 金 314,928 （純 資 産 の 部）
繰 延 税 金 資 産 204,450 株 主 資 本 7,816,509
そ の 他 32,029 資 本 金 398,295

資 本 剰 余 金 355,615
利 益 剰 余 金 7,101,137
自 己 株 式 △38,539

純 資 産 合 計 7,816,509
資 産 合 計 35,103,915 負 債 ・ 純 資 産 合 計 35,103,915

（注）記載金額は千円未満を切捨して表示しております。
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連結損益計算書（2025年２月１日から2026年１月31日まで）
（単位：千円）

科 目 金 額
売 上 高 48,623,906
売 上 原 価 39,772,649

売 上 総 利 益 8,851,257
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,104,234

営 業 利 益 3,747,022
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 8,067
受 取 補 償 金 1,066
補 助 金 収 入 70,548
そ の 他 5,086 84,767

営 業 外 費 用
支 払 利 息 260,982
支 払 手 数 料 39,057
そ の 他 8,349 308,389
経 常 利 益 3,523,400

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 22,022
減 損 損 失 18,600 40,622
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 3,482,778
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,048,303
法 人 税 等 調 整 額 △23,184 1,025,119
当 期 純 利 益 2,457,659
親会社株主に帰属する当期純利益 2,457,659

（注）記載金額は千円未満を切捨して表示しております。



38

連結株主資本等変動計算書（2025年２月１日から2026年１月31日まで）
（単位：千円）

株 主 資 本
純資産合計

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当連結会計年度の期首残高 397,395 347,835 4,963,042 △43,579 5,664,693 5,664,693
連結会計年度中の変動額
新 株 の 発 行 900 900 1,800 1,800
剰 余 金 の 配 当 △319,564 △319,564 △319,564
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 2,457,659 2,457,659 2,457,659

自 己 株 式 の 取 得 △8 △8 △8
譲渡制限付株式報酬 6,880 5,048 11,929 11,929

連結会計年度中の変動額合計 900 7,780 2,138,095 5,040 2,151,815 2,151,815
当連結会計年度の期末残高 398,295 355,615 7,101,137 △38,539 7,816,509 7,816,509

（注）記載金額は千円未満を切捨して表示しております。



39

連結注記表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
（1）連結の範囲に関する事項

すべての子会社を連結しております。
連結子会社の数 １社
連結子会社の名称 ㈱アールプランナー不動産

（2）持分法の適用に関する事項
持分法適用会社はありません。

（3）連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

（4）会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ 棚卸資産の評価基準及び評価方法
販売用不動産及び仕掛販売用不動産
個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）を
採用しております。

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、建物及び構築物については定額法を採用しております。な
お、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 7 〜39年
機械装置及び運搬具 ６〜17年

ロ 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。なお、自社利用ソフトウエアについては、社内における利用可能期
間（５年）に基づいております。
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③ 重要な引当金の計上基準
イ 賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度負担額を計上しておりま
す。

ロ 完成工事補償引当金
完成工事に係る契約不適合責任に基づき要する費用に備えるため、過年度の実績を基礎に将来の
補償見込みを加味した額を計上しております。

④ 重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容
及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
イ 注文住宅

注文住宅は、顧客との工事請負契約に基づき、工事の進捗に応じて履行義務が充足されると判断
し、一定の期間にわたり移転される財として進捗度に応じた収益を認識しております。ただし、
取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い契約は、完全
に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。収益の額は工事請負契約の取引価格で測
定しております。

ロ 分譲住宅
分譲住宅は、顧客との不動産売買契約に基づき、物件の引渡時に履行義務が充足されると判断
し、一時点で移転される財として収益を認識しております。収益の額は不動産売買契約の取引価
格で測定しております。

ハ 不動産仲介
不動産仲介は、不動産の売買の際に、買主・売主間の売買契約を成立させる事業であり、媒介契
約により物件が引き渡される一時点で履行義務が充足されるものであり、当該引渡時点において
収益を認識しております。収益の額は不動産媒介契約の取引価格で測定しております。

ニ リフォーム及びエクステリア
リフォーム及びエクステリアは、顧客との工事請負契約に基づき、工事の進捗に応じて履行義務
が充足されると判断し、一定の期間にわたり移転される財として進捗度に応じた収益を認識して
おります。ただし、取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がご
く短い契約は、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。収益の額は工事請負
契約の取引価格で測定しております。
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ホ 中古再生・収益不動産
中古再生・収益不動産は、賃貸マンション等を取得し、リノベーション等により資産価値を高め
た後、投資用不動産として販売する事業であります。顧客との不動産売買契約に基づき、物件の
引渡時に履行義務が充足されると判断し、一時点で移転される財として収益を認識しておりま
す。収益の額は不動産売買契約の取引価格で測定しております。

⑤ その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
資産に係る控除対象外消費税等のうち、税法に定める繰延消費税等については、投資その他の資産に
計上し５年間で均等償却し、繰延消費税等以外のものについては、発生連結会計年度に費用処理して
おります。

２．会計方針の変更
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下
「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計
基準第20−３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65−
２項(２)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連
結計算書類への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結
計算書類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年
度の期首から適用しております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はありませ
ん。
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3．会計上の見積りに関する注記
（販売用不動産等の評価）

（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
販売用不動産 10,356,505千円
仕掛販売用不動産 15,456,650千円
売上原価（棚卸資産評価損） 57,098千円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
販売用不動産及び仕掛販売用不動産については、棚卸資産の評価に関する会計基準に従い、個別法による
原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）により評価を行っております。販売価格等
に基づき算定された正味売却価額が取得原価を下回る場合には、棚卸資産評価損を計上しております。
なお、正味売却価額は、景気動向や雇用・所得環境、金利、住宅税制、助成制度及び地価動向等、将来の
不確実な条件の変動の結果によって影響を受ける可能性があり、前提とした条件が変化した場合、正味売
却価額の算定結果が異なる可能性があります。
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４．連結貸借対照表に関する注記
（1）受取手形、売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、それぞれ以
下のとおりであります。

売掛金 54,477千円
契約資産 58,922千円

（2）担保に供している資産及び担保に係る債務
① 担保に供している資産

販売用不動産 4,838,668千円
仕掛販売用不動産 10,397,397千円

計 15,236,066千円

② 担保に係る債務
短期借入金 4,794,440千円
１年内返済予定の長期借入金 6,159,283千円
長期借入金 2,871,644千円

計 13,825,367千円

（3）有形固定資産の減価償却累計額 1,404,403千円

（4）前受金のうち、契約負債の金額は、以下のとおりであります。
契約負債 2,856,099千円

（5）保証債務
顧客の提携住宅ローン等に対する債務保証 1,758,024千円

（6) 保有目的の変更
保有目的の変更により、有形固定資産から販売用不動産へ91,548千円振り替えております。
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５．連結損益計算書に関する注記
減損損失
当社グループは、事業用資産については事業セグメントごとに、賃貸不動産及び遊休資産については物件

ごとに資産のグルーピングを行っており、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
（単位：千円）

場所 用途 種類 減損損失

東京都西東京市 事業用資産
建物及び構築物 15,219
その他 96

名古屋市守山区 事業用資産
建物及び構築物 3,105
その他 178

東京都西東京市及び名古屋市守山区の事業用資産については、保有の目的の変更により、帳簿価額を回収
可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
なお、当該資産の回収可能価額は使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローが見込ま

れないことから、帳簿価額の全額を減損損失として計上しております。
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６．連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1）当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 5,399,480株
（注）当社は、2026年２月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、上記は
当該株式分割前の株式数で記載しております。

（2）配当に関する事項
①配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2025年３月14日
取締役会 普通株式 159,477 30.00 2025年１月31日 2025年４月９日

2025年９月11日
取締役会 普通株式 160,086 30.00 2025年7月31日 2025年10月15日

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2026年３月16日
取締役会 普通株式 利益剰余金 266,810 50.00 2026年１月31日 2026年４月８日

（注）当社は、2026年２月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、上記は
当該株式分割前の金額を記載しております。

７．金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については、戸建住
宅事業及び中古再生・収益不動産事業を行うために必要な資金を主に銀行等の金融機関からの借入に
より調達しております。
デリバティブ及び投機的な取引は行わない方針であります。

② 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、売掛金及び契約資産は、顧客の信用リスクに晒されております。
差入保証金は、貸主の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、すべてが１年以内の支払期日であります。
借入金及び社債は、主に運転資金又は設備投資に関わる資金調達を目的としたものであります。この
うち一部は、変動金利であり金利の変動リスクに晒されております。
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③ 金融商品に係るリスク管理体制
イ 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社グループは、債権管理規程に基づき、財務経理部が債権残高を定期的にモニタリングし、取
引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財政状況等の悪化等による回収懸念の早期把握
や軽減を図っております。

ロ 市場リスクの管理
借入金及び社債に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、一部、固定金利による調達をす
ることでリスクの低減を図っております。また、支払金利の変動を定期的にモニタリングし、金
利変動リスクの早期把握を図っております。

ハ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
各部署からの報告に基づき、財務経理部が適時に資金繰り計画を作成するとともに、手許流動性
の確保などにより流動性リスクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額の他、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等
を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

（2）金融商品の時価等に関する事項
① 連結貸借対照表計上額、時価及び時価の算定方法

（単位：千円）
連結貸借対照表計上額 時価 差額

（1）差入保証金 314,928 261,670 △53,257
資産計 314,928 261,670 △53,257

（2）社債（※２） 74,000 73,332 △667
（3）長期借入金（※３） 12,504,721 12,445,222 △59,498

負債計 12,578,721 12,518,555 △60,165
（※１）「現金及び預金」「受取手形、売掛金及び契約資産」「支払手形及び買掛金」「短期借入金」「未払法人税

等」については現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであるこ
とから、記載を省略しております。

（※２）１年内償還予定の社債を含んでおります。
（※３）１年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
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（3）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル
に分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ
ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
（1）差入保証金 ─ 261,670 ─ 261,670

資産計 ─ 261,670 ─ 261,670
（2）社債 ─ 73,332 ─ 73,332
（3）長期借入金 ─ 12,445,222 ─ 12,445,222

負債計 ─ 12,518,555 ─ 12,518,555
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

差入保証金
差入保証金の時価については、償還予定期間を見積り、将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切

な指標に基づく利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

社債及び長期借入金
社債及び長期借入金の時価については、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また当社

グループの信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられ
るため、当該帳簿価額によっており、レベル２の時価に分類しております。固定金利によるものは、元金
利の合計を新規に同様に借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、
レベル２の時価に分類しております。
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８．収益認識に関する注記
（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（分解情報の区分変更）
当連結会計年度の期首より、顧客との契約から生じる収益を分解した情報を、当社グループの経営管

理方針に沿って適切に表示するために、従来「リフォーム・エクステリア」としていた区分を「リフォ
ーム」「エクステリア」の２区分に表示方法を変更しております。

（単位：千円）

区分
報告セグメント

その他
（注）１ 合計

戸建住宅 中古再生・
収益不動産 計

注文住宅 12,128,738 ─ 12,128,738 ─ 12,128,738
分譲住宅 34,368,714 ─ 34,368,714 ─ 34,368,714
不動産仲介 934,564 ─ 934,564 ─ 934,564
エクステリア 590,043 ─ 590,043 ─ 590,043
リフォーム 318,926 ― 318,926 ― 318,926
中古再生・収益不動産 ─ 242,673 242,673 ─ 242,673
その他 ─ ─ ─ 40,245 40,245

外部顧客への売上高 48,340,987 242,673 48,583,660 40,245 48,623,906
顧客との契約から生じる収益 48,335,651 216,062 48,551,714 40,125 48,591,839
その他の収益 5,335 26,611 31,946 120 32,066
（注）１「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、顧客紹介手数料や火災保険の

代理店手数料等を含んでおります。
２「その他の収益」は、主に「リース取引に関する会計基準」等を適用して認識しております。

（2）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表 １．連結計算書類の作成のための基本となる重

要な事項 （4）会計方針に関する事項 ④ 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
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（3）当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
① 顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の残高等

（単位：千円）
当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 49,748
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 54,477
契約資産（期首残高） 26,903
契約資産（期末残高） 58,922
契約負債（期首残高） 2,551,141
契約負債（期末残高） 2,856,099

契約資産は、工事請負契約において期末時点で履行義務の進捗により収益を認識しているが未請求の代
金に係る対価に対する当社グループの権利に関するものであります。契約資産は対価に対する当社グルー
プの権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。
契約負債は、工事請負契約において顧客から受領、あるいは不動産売買契約において顧客から手付金等

として受領した前受金に関するものであります。契約負債は収益の認識に伴い取り崩されます。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた金額は、

2,470,841千円であります。
② 残存履行義務に配分した取引価格
個別の契約期間が１年を超える重要な取引はありません。また、顧客との契約から生じる対価の中に、

取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

９．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 732円40銭
１株当たり当期純利益 230円66銭

（注）当社は、2026年２月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。なお、当
連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算
定しております。

10．重要な後発事象に関する注記
（株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更）

当社は、2026年１月５日開催の取締役会の決議に基づき、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を
行いました。

（１）株式分割の目的
株式を分割することにより、当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることで、当社株式の流動性の向

上と投資家層の拡大を図ることを目的としております。
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（２）株式分割の概要
① 分割の方法

2026年１月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記録された株主の所有普通株式１株につき２株
の割合をもって分割いたしました。

② 分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 5,399,480株
今回の分割により増加する株式数 5,399,480株
株式分割後の発行済株式総数 10,798,960株
株式分割後の発行可能株式総数 32,000,000株

③ 分割の日程
基準日公告日 2026年１月14日
基準日 2026年１月31日
効力発生日 2026年２月 １日

（３）１株当たり情報に及ぼす影響
１株当たり情報は、当該株式分割が当連結会計年度の期首に行われたと仮定して算定しており、これによ

る影響については、当該箇所に記載しております。
（４）株式分割に伴う定款の一部変更
① 定款変更の理由

今回の株式分割に伴い、会社法第184条第２項の規定に基づき、2026年２月１日をもって、当社定款第
６条で定める発行可能株式総数の定款変更を行いました。

② 定款の変更内容
変更内容は、次のとおりであります。

（下線は変更箇所を示しております。）
現行定款 変更後定款

（発行可能株式総数）
第６条 当会社の発行可能株式総数は、

1,600万株とする。

（発行可能株式総数）
第６条 当会社の発行可能株式総数は、

3,200万株とする。
③ 定款変更の日程

効力発生日 2026年２月１日
（５）その他

資本金の額の変更
今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。
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貸借対照表（2026年１月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 32,375,795 流 動 負 債 22,375,678
現 金 及 び 預 金 5,665,818 買 掛 金 3,374,634
受取手形、売掛金及び契約資産 113,399 短 期 借 入 金 6,777,270
販 売 用 不 動 産 10,150,631 １年内償還予定の社債 24,000
仕 掛 販 売 用 不 動 産 15,456,650 １年内返済予定の長期借入金 8,016,241
貯 蔵 品 16,051 未 払 金 158,448
前 渡 金 477,041 未 払 費 用 119,926
前 払 費 用 284,798 未 払 法 人 税 等 658,430
そ の 他 211,403 前 受 金 2,899,458

固 定 資 産 1,802,450 預 り 金 134,488
有 形 固 定 資 産 844,046 賞 与 引 当 金 173,570
建 物 712,003 完成工事補償引当金 38,989
構 築 物 88,382 そ の 他 221
機 械 及 び 装 置 8,834 固 定 負 債 4,480,628
車 両 運 搬 具 1,216 社 債 50,000
工 具、 器 具 及 び 備 品 32,545 長 期 借 入 金 4,227,039
土 地 967 資 産 除 去 債 務 201,770
建 設 仮 勘 定 95 そ の 他 1,819

無 形 固 定 資 産 39,235 負 債 合 計 26,856,307
ソ フ ト ウ エ ア 39,235 （純 資 産 の 部）

投資その他の資産 919,169 株 主 資 本 7,321,939
関 係 会 社 株 式 103,527 資 本 金 398,295
出 資 金 220 資 本 剰 余 金 355,615
長 期 前 払 費 用 316,918 資 本 準 備 金 348,295
差 入 保 証 金 282,394 そ の 他 資 本 剰 余 金 7,320
繰 延 税 金 資 産 184,420 利 益 剰 余 金 6,606,567
そ の 他 31,689 そ の 他 利 益 剰 余 金 6,606,567

繰 越 利 益 剰 余 金 6,606,567
自 己 株 式 △38,539

純 資 産 合 計 7,321,939
資 産 合 計 34,178,246 負 債 ・ 純 資 産 合 計 34,178,246

（注）記載金額は千円未満を切捨して表示しております。
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損益計算書（2025年２月１日から2026年１月31日まで）
（単位：千円）

科 目 金 額
売 上 高 47,641,608
売 上 原 価 40,719,843

売 上 総 利 益 6,921,765
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,038,272

営 業 利 益 2,883,493
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 257,138
業 務 受 託 料 96,000
経 営 指 導 料 192,000
受 取 補 償 金 1,066
補 助 金 収 入 70,548
そ の 他 4,649 621,402

営 業 外 費 用
支 払 利 息 256,282
支 払 手 数 料 39,057
そ の 他 7,126 302,466
経 常 利 益 3,202,429

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 54
減 損 損 失 15,315 15,370
税 引 前 当 期 純 利 益 3,187,058
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 879,071
法 人 税 等 調 整 額 △32,687 846,383
当 期 純 利 益 2,340,675

（注）記載金額は千円未満を切捨して表示しております。
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株主資本等変動計算書（2025年２月１日から2026年１月31日まで）
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

資本準備金 そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合計

当事業年度の期首残高 397,395 347,395 440 347,835
事 業 年 度 中 の 変 動 額
新 株 の 発 行 900 900 900
剰 余 金 の 配 当
当 期 純 利 益
自 己 株 式 の 取 得
譲渡制限付株式報酬 6,880 6,880

事業年度中の変動額合計 900 900 6,880 7,780
当事業年度の期末残高 398,295 348,295 7,320 355,615

株 主 資 本

純資産合計
利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合計

そ の 他
利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰 余 金

当事業年度の期首残高 4,585,456 4,585,456 △43,579 5,287,107 5,287,107
事 業 年 度 中 の 変 動 額
新 株 の 発 行 1,800 1,800
剰 余 金 の 配 当 △319,564 △319,564 △319,564 △319,564
当 期 純 利 益 2,340,675 2,340,675 2,340,675 2,340,675
自 己 株 式 の 取 得 △8 △8 △8
譲渡制限付株式報酬 5,048 11,929 11,929

事業年度中の変動額合計 2,021,111 2,021,111 5,040 2,034,831 2,034,831
当事業年度の期末残高 6,606,567 6,606,567 △38,539 7,321,939 7,321,939

（注）記載金額は千円未満を切捨して表示しております。
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法
イ 子会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法
イ 販売用不動産及び仕掛販売用不動産

個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）を
採用しております。

（2）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、建物及び構築物については定額法を採用しております。なお、
主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ７〜39年
構築物 10〜20年
機械及び装置 ６〜17年
車両運搬具 6 年
工具、器具及び備品 ２〜10年

② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。なお、自社利用ソフトウエアについては、社内における利用可能期間
（５年）に基づいております。

③ 長期前払費用
定額法を採用しております。

（3）引当金の計上基準
① 賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。
② 完成工事補償引当金

完成工事に係る契約不適合責任に基づき要する費用に備えるため、過年度の実績を基礎に将来の補償
見込みを加味した額を計上しております。
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（4）収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を
充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
① 注文住宅

注文住宅は、顧客との工事請負契約に基づき、工事の進捗に応じて履行義務が充足されると判断し、
一定の期間にわたり移転される財として進捗度に応じた収益を認識しております。ただし、取引開始
日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い契約は、完全に履行義務を
充足した時点で収益を認識しております。収益の額は工事請負契約の取引価格で測定しております。

② 分譲住宅
分譲住宅は、顧客との不動産売買契約に基づき、物件の引渡時に履行義務が充足されると判断し、一
時点で移転される財として収益を認識しております。収益の額は不動産売買契約の取引価格で測定し
ております。

③ リフォーム及びエクステリア
リフォーム及びエクステリアは、顧客との工事請負契約に基づき、工事の進捗に応じて履行義務が充
足されると判断し、一定の期間にわたり移転される財として進捗度に応じた収益を認識しておりま
す。ただし、取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い契約
は、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。収益の額は工事請負契約の取引価格
で測定しております。

④ 中古再生・収益不動産
中古再生・収益不動産は、賃貸マンション等を取得し、リノベーション等により資産価値を高めた
後、投資用不動産として販売する事業であります。顧客との不動産売買契約に基づき、物件の引渡時
に履行義務が充足されると判断し、一時点で移転される財として収益を認識しております。収益の額
は不動産売買契約の取引価格で測定しております。

（5）その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
資産に係る控除対象外消費税等のうち、税法に定める繰延消費税等については、投資その他の資産に計上
し５年間で均等償却し、繰延消費税等以外のものについては、発生事業年度に費用処理しております。
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２．会計方針の変更
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下

「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20−３項ただし書きに定める経過

的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による計算書類への影響はありません。

３．会計上の見積りに関する注記
（販売用不動産等の評価）

（1）当事業年度の計算書類に計上した金額
販売用不動産 10,150,631千円
仕掛販売用不動産 15,456,650千円
売上原価（棚卸資産評価損） 60,942千円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
「連結注記表 ３.会計上の見積りに関する注記（販売用不動産等の評価）」に記載した内容と同一でありま

す。
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４．貸借対照表に関する注記
（1）担保に供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産
販売用不動産 4,645,020千円
仕掛販売用不動産 10,397,397千円

計 15,042,418千円
② 担保に係る債務

短期借入金 4,794,440千円
１年内返済予定の長期借入金 6,149,500千円
長期借入金 2,764,400千円

計 13,708,340千円

（2）有形固定資産の減価償却累計額 1,374,418千円

（3）保証債務
顧客の提携住宅ローン等に対する債務保証 1,758,024千円

（4）関係会社に対する金銭債権債務
短期金銭債務 117,713千円
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５．損益計算書に関する注記
（1）関係会社との取引高

① 営業取引による取引高
仕入高 952,545千円

② 営業取引以外の取引高
受取配当金 250,000千円
その他 288,000千円

（2）減損損失
当社は、事業用資産については事業セグメントごとに、賃貸不動産及び遊休資産については物件ごとに資

産のグルーピングを行っており、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
（単位：千円）

場所 用途 種類 減損損失

東京都西東京市 事業用資産
建物 15,219
工具、器具及び備品 96

東京都西東京市の事業用資産については、保有の目的の変更により、帳簿価額を回収可能価額まで減額
し、当該減少額を減損損失として計上しております。
なお、当該資産の回収可能価額は使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローが見込ま

れないことから、帳簿価額の全額を減損損失として計上しております。

６．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類及び総数
普通株式 63,269株

（注）当社は、2026年２月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、上記は
当該株式分割前の株式数で記載しております。
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７．税効果会計関係に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
棚卸資産評価損 15,272千円
完成工事補償引当金 11,930千円
賞与引当金 53,112千円
未払費用 8,103千円
未払事業税 38,592千円
資産除去債務 63,537千円
会員権評価損 7,346千円
その他 17,277千円
繰延税金資産小計 215,173千円
評価性引当額 △9,074千円
繰延税金資産合計 206,098千円

繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 21,678千円
繰延税金負債合計 21,678千円
繰延税金資産の純額 184,420千円
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８．関連当事者との取引に関する注記
会社等

（単位：千円）

種 類 会社の名称
議決権等の

所有 (被所有)
割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

子会社
㈱アールプ
ランナー不
動産

所有
直接100.0％

役員の兼任
不動産仲介
経営指導

業務受託料の受
取（注） 96,000 ― ―

経営指導料の受
取（注） 192,000 ― ―

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）業務受託料及び経営指導料は、業務内容を勘案し、当事者間で金額を決定しております。

９．収益認識に関する注記
「連結注記表 ８．収益認識に関する注記」に同一の内容を記載しているので、記載を省略しております。

10．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 686円06銭
１株当たり当期純利益 219円68銭

（注）当社は、2026年２月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。なお、当
事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を
算定しております。

11．重要な後発事象に関する注記
（株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更）

当社は、2026年１月５日開催の取締役会の決議に基づき、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を
行いました。

（１）株式分割の目的
株式を分割することにより、当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることで、当社株式の流動性の向

上と投資家層の拡大を図ることを目的としております。
（２）株式分割の概要
① 分割の方法

2026年１月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記録された株主の所有普通株式１株につき２株
の割合をもって分割いたしました。
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② 分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 5,399,480株
今回の分割により増加する株式数 5,399,480株
株式分割後の発行済株式総数 10,798,960株
株式分割後の発行可能株式総数 32,000,000株

③ 分割の日程
基準日公告日 2026年１月14日
基準日 2026年１月31日
効力発生日 2026年２月 １日

（３）１株当たり情報に及ぼす影響
１株当たり情報は、当該株式分割が当事業年度の期首に行われたと仮定して算定しており、これによる影

響については、当該箇所に記載しております。
（４）株式分割に伴う定款の一部変更
① 定款変更の理由

今回の株式分割に伴い、会社法第184条第２項の規定に基づき、2026年２月１日をもって、当社定款第
６条で定める発行可能株式総数の定款変更を行いました。

② 定款の変更内容
変更内容は、次のとおりであります。

（下線は変更箇所を示しております。）
現行定款 変更後定款

（発行可能株式総数）
第６条 当会社の発行可能株式総数は、

1,600万株とする。

（発行可能株式総数）
第６条 当会社の発行可能株式総数は、

3,200万株とする。
③ 定款変更の日程

効力発生日 2026年２月１日
（５）その他

資本金の額の変更
今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2026年３月18日

株式会社アールプランナー
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人
名古屋事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大 好 慧
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 本 田 一 暁

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社アールプランナーの2025年２月１日から2026年１月31

日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注
記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

アールプランナー及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監

査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ

る。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内

容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重
要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告するこ

とが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうか

を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての

判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手す
るために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責
任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害
要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年３月18日

株式会社アールプランナー
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人
名古屋事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大 好 慧
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 本 田 一 暁

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社アールプランナーの2025年２月１日から2026年

１月31日までの第23期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並
びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書

類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監

査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ

る。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容

に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計

算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告するこ

とが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示す

ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない

かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての

判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継
続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況に
より、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害
要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書
監 査 報 告 書

当監査役会は、2025年２月１日から2026年１月31日までの第23期事業年度における取締役の職務の執行に関して、各監
査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取

締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査規程に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査室その
他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしま
した。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ
て説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。
また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受
けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社
及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び
第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システ
ム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求
め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人か
らその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また会計監査人から「職務の遂行が適正
に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本
等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。
また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認

められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年３月18日
株式会社アールプランナー 監査役会
常勤監査役（社外監査役） 古 田 博 ㊞
監 査 役（社外監査役） 松 井 知 行 ㊞
監 査 役（社外監査役） 澤 井 重 德 ㊞

以 上
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日 時

2026年４月24日（金曜日）
午前10時〔受付開始：午前９時30分〕

場 所

名古屋市中区金山町一丁目１番１号
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交通のご案内
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金山総合駅南口からすぐ
株主総会専用駐車場のご用意はございま
せんので、お車でのご来場はご遠慮くだ
さい。

株主総会ご出席の株主様へのお土産はご用意しておりません。
何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。

見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。
環境に配慮したFSC®認証紙と植物油インキを使用しています。


